
（利用者負担割合１割の方）

（令和７年１１月１日改定）

ご利用料金案内

【入所】



１．基本利用料+毎月の入所費用に加算されるサービス （　　　部は日額）　　
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＜備考＞食費、居住費につきましては、上記のように利用者負担段階が設けられています。

利用者負担段階は、市町村に介護保険負担限度額認定を申請し、認定証の交付を受ける必要があります。
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 ・サービス提供体制強化加算(Ⅱ）

18円
 ・夜勤職員配置加算
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４．別途利用料（税込）（希望者のみ）

(※) 別業者を紹介します。

２．実施に応じて加算されるサービス

３．その他のサービス

１００円（月額）

１０円（月額）

１０円（月額）

褥瘡マネジメント加算
（Ⅰ）

（Ⅰ）

（Ⅱ） ２５０円（１回）

（Ⅱ）

退所時情報提供加算

理美容料 (※)

テレビリース料

事務管理費

(　２　）

４８０円（１回）

１０円(月額）

２２円（日額・１個につき）

７７０円（指定のネット１回につき）

２,０００円（１回）

１１０円（日額）

１１円（日額）

７２円（日額）

１６０円（日額）

９１０円（日額）

１,９００円（日額）

２０円（月額）

５１８円（１回）

５００円（１回）

２５８円（１回）

１２０円（１回）

６円（１回）

３円（月額）

１３円（月額）

３０円（日額）

安全対策体制加算

緊急時治療管理費

所定疾患施設療養費（Ⅱ）

排せつ支援加算（Ⅰ）

電気機器使用料

洗濯料 (※)

死亡日以前4日以上30日以下

死亡日前日及び前々日

死亡日

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

死亡日以前31日以上45日以下

ターミナルケア加算

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

 協力医療機関連携加算（Ⅰ）

 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）

 生産性向上推進体制加算（Ⅱ)

算定単位数の１０００分の７５に相当する額

４０円（月額）

外泊時費用 ３６２円（月６日限度）

衣類等預り料 ３３円（日額）

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ） ３３円（月額）

初期加算（Ⅱ）

短期集中リハビリテーション加算（Ⅰ）

認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅱ）

療養食加算

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） ４８０円（１回）

入退所前連携加算（Ⅱ） ４００円（１回）



５．それぞれのサービスについて

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ）
リハビリテーション計画書の内容等を厚労省の介護データベースに報告、必要に応じ
て計画を見直し、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合

死亡日以前31日以上45日以下

死亡日以前4日以上30日以下

死亡日前日及び前々日

死亡日

医療機関に退所した際、心身の状況、生活歴等の情報提供を実施した場合

退所時情報提供加算
（Ⅰ）

（Ⅱ）

夜勤職員配置加算
入所者の数が20またはその端数を増すごとに1以上の数の夜勤者を配置し、かつ2名
を超えて配置

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 在宅復帰・在宅支援機能が高い施設に対する加算

初期加算（Ⅱ）

療養食加算

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）

ターミナルケア加算
医師、看護職員、その他の各職種が共同して、ご本人またはそのご家族に対して十分
な説明を行い、合意しながらその方らしさを尊重した看取りができるよう支援を行った場
合

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）
指定医療機関との間で、新興感染症の発生時の対応を行う体制を確保していること
等

生産性向上推進体制加算（Ⅱ)
見守り機器等のテクノロジーを導入し、委員会の開催等、生産性向上ガイドラインに基
づいた改善活動を継続的に行っていること

短期集中リハビリテーション加算（Ⅰ）

認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅱ）

褥瘡マネジメント加算
（Ⅰ）

（Ⅱ）

入退所前連携加算（Ⅱ）

排せつ支援加算（Ⅰ）

緊急時治療管理費

所定疾患施設療養費（Ⅱ）

介護職員に占める介護福祉士の割合が60％以上

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）
入所者ごとの心身の状況に関わる基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービス提
供に活用している場合

協力医療機関連携加算（Ⅰ）
相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制のある協力医
療機関と連携している場合

サービス提供体制強化加算(Ⅱ）

(　３　）

居宅における外泊を認めた場合（1月に6日を限度）

入所日から30日間に限り加算（外泊中は加算されません）

糖尿食・腎臓食・肝臓病食等、医師の指示箋に基づき特別な療養食を提供した場
合

入所前後に居宅を訪問し、退所後を含めたサービス計画を策定した場合

退所後の主治医に対して診療情報、心身の状況、生活歴等の情報提供を実施した
場合

退所前から居宅介護支援事業者と連携し、退所後の居宅サービスの利用上必要な
調整を行った場合

入所の日から起算して3ケ月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行い、入所時
及び月1回ADL等の評価を行っている場合

入所から3月以内に認知症に対して集中的にリハビリを行った場合

個別に褥瘡ケア計画を作成し、継続的に褥瘡の管理を行った場合

（Ⅰ）に加えて、褥瘡リスクがあると判断した方の褥瘡が発生していない場合

個別に排せつ支援計画を作成し、3月に1回評価・見直しをしている場合

救命救急治療が必要となり、緊急的な治療管理が行われた場合（1月に1回、連続
する3日を限度）

肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪について、投薬､検
査､注射､処置等を行った場合（1月に1回､連続する10日を限度）

施設内に安全管理部門を設置、担当者を配置し、組織的に安全対策を実施する体
制が整備されている場合

基準に基づいて介護職員の賃金の改善等を行っている場合

安全対策体制加算

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

外泊時費用


